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事 件 訂 正 請 求 書 

 

令和６年２月２０日に提出した下記事件の訂正について、大津市議会会議条例第１２条

第２項の規定により請求します。 

 

 

記 

 

１ 件名 

議案第１号 令和６年度大津市一般会計予算 

 

２ 訂正の理由 

 債務負担行為における期間及び限度額並びに地方債における起債の目的及び利率に関す

る記載に誤りがあったため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 訂正箇所 

令和６年度 大津市一般会計予算 

（６頁） 第２表 債務負担行為 

訂正前 

事  項 期  間 限 度 額 

公共施設マネジメント推進事業費 令和６年度から 3,080,560 千円 

令和１０年度まで  

庁 舎 整 備 検 討 事 業 費 令和６年度から 56,760 千円 

令和７年度まで  

市民センター施設改修事業費 令和６年度から 543,834 千円 

令和７年度まで  

市 税 賦 課 事 業 費 令和６年度から 13,446 千円 

令和７年度まで  

老人福祉センター管理運営事業費 

 

令和６年度から 11,882 千円 

令和７年度まで  

地 域 子 育 て 支 援 事 業 費 令和６年度から 6,353 千円 

令和１０年度まで  

が ん 検 診 推 進 事 業 費 令和６年度から 16,201 千円 

令和１３年度まで  

斎 場 施 設 整 備 事 業 費 令和６年度から 69,525 千円 

令和７年度まで  

環 境 企 画 推 進 事 業 費 令和６年度から 443,209 千円 

令和７年度まで  

じ ん 芥 処 理 推 進 事 業 費 令和６年度から 372 千円 

令和７年度まで  

じん芥焼却場管理運営事業費 令和６年度から 10,000 千円 

令和７年度まで  

衛 生 処 理 場 管 理 運 営 事 業 費 令和６年度から 88,638 千円 

令和７年度まで  

 

 

 

 

滋賀県信用保証協会小規模企業者 

小口簡易資金保証債務損失補償 

 

 

 

 

令和６年度から 

小規模企業者小口簡易資

金として令和６年４月１日

から令和７年３月 31 日まで

の間に保証した債務につい

て保証契約の効力が生じた

日以降 11 年以内に代位弁済

した場合、当該額から支払 

いを受けた保険金を控除し

た実質損失額の 10 分の８に

ついて 672 千円の範囲内で 

その損失を補償する。 

令和１８年度まで 

 



訂正後 

事  項 期  間 限 度 額 

公共施設マネジメント推進事業費 令和６年度から 3,080,560 千円 

令和１０年度まで  

庁 舎 整 備 検 討 事 業 費 令和６年度から 56,760 千円 

令和７年度まで  

市民センター施設改修事業費 令和６年度から 543,834 千円 

令和７年度まで  

市 税 賦 課 事 業 費 令和６年度から 13,446 千円 

令和７年度まで  

老人福祉センター管理運営事業費 

 

令和６年度から 11,882 千円 

令和７年度まで  

地 域 子 育 て 支 援 事 業 費 令和６年度から 6,353 千円 

令和７年度まで  

が ん 検 診 推 進 事 業 費 令和６年度から 16,201 千円 

令和７年度まで  

斎 場 施 設 整 備 事 業 費 令和６年度から 69,525 千円 

令和７年度まで  

環 境 企 画 推 進 事 業 費 令和６年度から 443,209 千円 

令和７年度まで  

じ ん 芥 処 理 推 進 事 業 費 令和６年度から 372 千円 

令和７年度まで  

じん芥焼却場管理運営事業費 令和６年度から 10,000 千円 

令和７年度まで  

衛 生 処 理 場 管 理 運 営 事 業 費 令和６年度から 88,638 千円 

令和７年度まで  

 

 

 

 

滋賀県信用保証協会小規模企業者 

小口簡易資金保証債務損失補償 

 

 

 

 

令和６年度から 

小規模企業者小口簡易資

金として令和６年４月１日

から令和７年３月 31 日まで

の間に保証した債務につい

て保証契約の効力が生じた

日以降 11 年以内に代位弁済

した場合、当該額から支払 

いを受けた保険金を控除し

た実質損失額の 10 分の８に

ついて 672 千円の範囲内で 

その損失を補償する。 

令和１８年度まで 

 

 

 

 



（７頁） 第２表 債務負担行為 

訂正前 

事  項 期  間 限 度 額 

新名神高速道路関連調整事務事業

費 

令和６年度から 10,000 千円 

令和７年度まで  

道路新設改良事業費 令和６年度から 100,000 千円 

 令和７年度まで  

都市計画企画調整事業費 令和６年度から 5,635 千円 

 令和７年度まで  

消防施設整備事業費 令和６年度から 14,715 千円 

 令和７年度まで  

小学校大規模改造事業費 令和６年度から 1,619,994 千円 

 令和８年度まで  

中学校大規模改造事業費 令和６年度から 2,403,482 千円 

 令和８年度まで  

 

訂正後 

事  項 期  間 限 度 額 

新名神高速道路関連調整事務事業

費 

令和６年度から 10,000 千円 

令和７年度まで  

道路新設改良事業費 令和６年度から 60,000 千円 

 令和７年度まで  

都市計画企画調整事業費 令和６年度から 5,635 千円 

 令和７年度まで  

消防施設整備事業費 令和６年度から 14,715 千円 

 令和７年度まで  

小学校大規模改造事業費 令和６年度から 58,733 千円 

 令和７年度まで  

小学校大規模改造事業費 令和６年度から 1,561,261 千円 

 令和８年度まで  

中学校大規模改造事業費 令和６年度から 668,811 千円 

 令和７年度まで  

中学校大規模改造事業費 令和６年度から 1,734,671 千円 

 令和８年度まで  

 

 

 

 

 

 

 

 



（８頁） 第３表 地方債 

訂正前 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

市民センター整備事業 340,000 普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

5.0％以内 

 

ただし、利率見直

し方式で借り入

れる資金につい

て、利率の見直し

を行った後にお

いては、当該見直

し後の利率とす

る。あああああ 

政府資金、滋賀県

市町振興資金貸付

金及び地方公共団

体金融機構資金に

ついては、その融

通条件により、銀

行その他の場合に

は、その債権者と

協定するものによ

る。 

ただし、市財政の

都合により、据置

期間及び償還期間

を短縮し、若しく

は繰上償還し、又

は低利に借換えす

ることができる。 

文化施設等整備事業 26,800 

社会体育施設整備事業 86,800 

庁舎整備事業 143,500 

コミュニティ施設整備

事業 

1,200 

社会福祉施設等整備事

業 

545,800 

水道事業会計出資 71,500 

一般廃棄物処理事業 746,700 

し尿処理施設整備事業 82,800 

保健衛生施設整備事業 12,400 

斎場施設整備事業 93,600 

労働福祉施設整備事業 5,100 

土地改良事業 1,800 

ため池整備事業 7,900 

緊急自然災害防止対策

事業 

900 

観光施設整備事業 26,000 

道路等整備事業 1,044,300 

河川整備事業 78,400 

自然災害防止事業 252,000 

都市再生整備事業 11,500 

都市計画道路整備事業 143,300 

公園整備事業 379,700 

自転車駐車場整備事業 16,800 

公営住宅建設事業 133,100 

消防施設整備事業 1,176,800 

義務教育施設整備事業 3,427,900 

幼稚園施設整備事業 35,500 

図書館施設整備事業 26,300 

生涯学習センター施設

整備事業 

24,000 

社会教育施設整備事業 122,400 

農林水産施設災害復旧 2,800 

公共土木施設災害復旧 144,100 

臨時財政対策 800,000 

 



訂正後 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

市民センター整備事業 340,000 普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

5.0％以内 

 

ただし、利率見直

し方式で借り入

れる資金につい

て、利率の見直し

を行った後にお

いては、当該見直

し後の利率とす

る。 

政府資金、滋賀県

市町振興資金貸付

金及び地方公共団

体金融機構資金に

ついては、その融

通条件により、銀

行その他の場合に

は、その債権者と

協定するものによ

る。 

ただし、市財政の

都合により、据置

期間及び償還期間

を短縮し、若しく

は繰上償還し、又

は低利に借換えす

ることができる。 

文化施設等整備事業 26,800 

社会体育施設整備事業 86,800 

庁舎整備事業 143,500 

コミュニティ施設整備

事業 

1,200 

社会福祉施設等整備事

業 

545,800 

水道事業会計出資債 71,500 

一般廃棄物処理事業 746,700 

し尿処理施設整備事業 82,800 

保健衛生施設整備事業 12,400 

斎場施設整備事業 93,600 

労働福祉施設整備事業 5,100 

土地改良事業 1,800 

ため池整備事業 7,900 

緊急自然災害防止対策

事業 

900 

観光施設整備事業 26,000 

道路等整備事業 1,044,300 

河川整備事業 78,400 

自然災害防止事業 252,000 

都市再生整備事業 11,500 

都市計画道路整備事業 143,300 

公園整備事業 379,700 

自転車駐車場整備事業 16,800 

公営住宅建設事業 133,100 

消防施設整備事業 1,176,800 

義務教育施設整備事業 3,427,900 

幼稚園施設整備事業 35,500 

図書館施設整備事業 26,300 

生涯学習センター施設

整備事業 

24,000 

社会教育施設整備事業 122,400 

農林水産施設災害復旧

事業 

2,800 

公共土木施設災害復旧

事業 

144,100 

臨時財政対策債 800,000 


